
議案第１１号 

 

令和７年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第３号）につ 

いて 

 

令和７年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第３号）を次のとおり定

めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号

の規定により議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２５日提出 

 

那須烏山市長 川 俣 純 子 

 

令和７年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第３号） 

 

令和７年度那須烏山市の熊田診療所特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，２６３千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８，０４４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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2

1

1

2

1 繰 越 金

                      歳             入             合             計

基 金 繰 入 金

6 繰 越 金

財 産 運 用 収 入

5 繰 入 金

国 庫 補 助 金

4 財 産 収 入

手 数 料

3 国 庫 支 出 金

2 使 用 料 及 び 手 数 料

使 用 料

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳  入

款 項
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390 △298 92

7 △6 1

383 △292 91

11,787 △4,719 7,068

11,787 △4,719 7,068

6 5 11

6 5 11

24,894 △1,419 23,475

1,580 △1,419 161

1,240 2,168 3,408

1,240 2,168 3,408

52,307 △4,263 48,044

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計
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1

1

1

                      歳            出            合            計

4 諸 支 出 金

基 金 積 立 金

2 医 業 費

医 業 費

1 総 務 費

総 務 管 理 費

歳  出

款 項
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36,558 △1,537 35,021

36,558 △1,537 35,021

15,491 △2,732 12,759

15,491 △2,732 12,759

8 6 14

7 6 13

52,307 △4,263 48,044

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計
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 令和７年度那須烏山市熊田診療所特別会計補正予算（第３号）に関する

説明書 

 

 １ 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 (総括)  ‥‥‥‥‥‥  ８ 

 

 ２ 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 (歳入)  ‥‥‥‥‥‥ １２ 

 

 ３ 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 (歳出)  ‥‥‥‥‥‥ １４ 

 

   



6 繰 越 金 1,240

歳　　入　　合　　計 52,307

4 財 産 収 入 6

5 繰 入 金 24,894

2 使 用 料 及 び 手 数 料 390

3 国 庫 支 出 金 11,787

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総　括

歳　入

款 補  正  前  の  額
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△298 92

△4,719 7,068

5 11

△1,419 23,475

2,168 3,408

△4,263 48,044

（単位：千円）

補    正    額 計 備  　　    考
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36,558 △1,537

15,491 △2,732

8 6

52,307 △4,263歳　　出　　合　　計

1 総 務 費

2 医 業 費

4 諸 支 出 金

歳  出

款 補正前の額 補 正 額
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35,021 △4,608 △298 3,369

12,759 △111 △2,621

14 5 1

48,044 △4,719 △293 749

（単位：千円）

計

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳　

特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

備　　　　考
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2 使用料及び手数料 390 △298 92

1 使用料 7 △6 1

1 自動車使用料 7 △6 1

2 手数料 383 △292 91

1 文書手数料 382 △292 90

3 国庫支出金 11,787 △4,719 7,068

1 国庫補助金 11,787 △4,719 7,068

1 へき地診療所補助金 11,787 △4,719 7,068

4 財産収入 6 5 11

1 財産運用収入 6 5 11

1 利子及び配当金 6 5 11

5 繰入金 24,894 △1,419 23,475

2 基金繰入金 1,580 △1,419 161

1 運営基金繰入金 1,580 △1,419 161

6 繰越金 1,240 2,168 3,408

1 繰越金 1,240 2,168 3,408

1 繰越金 1,240 2,168 3,408

２　歳　入

款　　　　　　項　　　　　　目 補正前の額 補 正 額 計
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（単位：千円）

金　額

1 現年度分 △6 現年度分 △6

1 文書手数料 △292 文書手数料 △292

1 へき地診療所補助 △4,719 へき地診療所補助金 △4,719

金

1 利子 5 運営基金利子 5

1 運営基金繰入金 △1,419 運営基金繰入金 △1,419

1 繰越金 2,168 前年度繰越金 2,168

節

区　分
説　　明

2  使用料及び手数料
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国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 総務費 36,558 △1,537 35,021 △4,608 △298 3,369

1 総務管理費 36,558 △1,537 35,021 △4,608 △298 3,369

1 一般管理費 36,558 △1,537 35,021 △4,608 △298 3,369

2 医業費 15,491 △2,732 12,759 △111 △2,621

1 医業費 15,491 △2,732 12,759 △111 △2,621

1 医療用消耗 5,598 0 5,598 △111 111

器材費

2 医薬品衛生 9,893 △2,732 7,161 △2,732

4 諸支出金 8 6 14 5 1

1 基金積立金 7 6 13 5 1

1 運営基金積 7 6 13 5 1

立金

材料費

補   正   額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

３　歳　出

款　項　目 補正前の額 補 正 額 計
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（単位：千円）

7 報 償 費 62 一般管理費 △1,537

10 需 用 費 117

12 委 託 料 △1,716

医療用消耗器材費（財源振替）

10 需 用 費 △1,800 医薬品衛生材料費 △2,732

13 使 用 料 及 び △932

賃 借 料

24 積 立 金 6 運営基金積立金 6

説　　明

1  総務費

節

区　  分 金　  額
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